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河
村
忠
伸  

神
道
史
に
お
け
る
近
代
の
最
大
の
特
色
は
、
神
社
を
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
位
置
づ
け
、
国
も
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
営
造
物
と
し
て
管
理
し
、

神
社
の
物
的
・
人
的
設
備
が
国
家
に
帰
属
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
神
社
を
国
家
の
営
造
物
と
し
て
扱
い
始
め
る
法
令
の
初
出
は
、
明
治
四
年
五
月

十
四
日
太
政
官
布
告 
の
「
神
社
ノ
儀
ハ
国
家
ノ
宗
祀
ニ
テ
一
人
一
家
ノ
私
有
ニ
ス
ヘ
キ
ニ
非
サ
ル
ハ
勿
論
ノ
事
ニ
候
処
（
後
略
）」
で
あ
り
、
本

布
告
に
基
づ
き
社
格
制
度
・
神
官
職
制
が
設
け
ら
れ
た
。
法
制
度
上
の
「
神
社
」
は
営
造
物
と
し
て
の
神
社
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
社
会
通
念
と

し
て
の
「
神
社
」
は
邸
内
社
や
営
造
物
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
な
い
神
祠
も
含
む
広
範
な
概
念
で
あ
っ
て
、
行
政
官
衙
や
昭
和
四
年
に
設
置
さ
れ

た
内
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
神
社
制
度
調
査
会
で
は
便
宜
上
、
営
造
物
で
あ
る
神
社
を
「
公
認
神
社
」
や
「
公
ノ
神
社
」
と
通
称
し
た
。 

こ
の
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
い
う
法
制
上
の
地
位
が
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
、
村
上
重
良
は
「
超
宗
教
の
国
家
祭
祀
と
し
て
神

仏
基
の
公
認
宗
教
に
君
臨
」
し
た
「
国
家
神
道
体
制
」
が
日
本
国
民
を
支
配
し
て
い
た
と
評
価
し
た
。
爾
来
、
国
家
が
神
道
的
な
思
想
や
実
践
を

国
民
統
合
の
核
と
し
て
用
い
て
来
た
と
の
予
断
に
立
っ
て
そ
の
総
体
を
「
国
家
神
道
」
と
定
義
す
る
こ
と
が
、
歴
史
学
に
お
け
る
通
説
的
地
位
を

保
持
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
葦
津
珍
彦
、
阪
本
是
丸 

、
櫻
井
治
男
、
大
原
康
男
、
武
田
秀
章 

、
新
田
均 

、
藤
田
大
誠 

、
齊
藤
智
朗
、
藤

本
頼
生 

、
畔
上
直
樹 

、
山
口
輝
臣
ら
に
よ
っ
て
一
次
史
料
を
用
い
た
実
証
的
研
究
が
蓄
積
さ
れ
、「
国
家
神
道
」
に
関
す
る
研
究
は
深
化
し
て
き

た
。
研
究
史
を
踏
ま
え
て
、
筆
者
の
近
現
代
神
道
研
究
の
立
脚
地
は
、
公
認
神
社
に
関
す
る
法
制
の
特
質
や
実
態
を
法
令
や
行
政
文
書
か
ら
考
証

し
、
そ
れ
を
基
盤
研
究
と
し
て
踏
ま
え
た
上
で
、
神
道
思
想
、
国
体
思
想
、
神
職
や
在
野
神
道
人
の
言
説
、
宗
教
行
政
な
ど
の
諸
事
象
を
考
察
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
本
論
文
は
近
現
代
神
道
史
の
全
体
像
を
考
察
す
る
た
め
の
基
盤
研
究
と
し
て
公
認
神
社
に
関
す
る
法
制
を
考
究
す
る
も

の
で
あ
る
。 

第
一
章
で
は
近
代
神
社
法
制
度
を
象
徴
す
る
用
語
で
あ
る
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
法
令
上
の
用
例
を
比
較
し
た
。
明
治
四
年
五
月
十
四
日
太
政
官

布
告
に
お
け
る 

「
国
家
ノ
宗
祀
」
は
阪
本
是
丸
が
既
に
考
証
し
た
通
り
修
飾
の
域
を
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
布
告
は
明
治
四
年
五

月
十
四
日
太
政
官
布
告
「
官
社
以
下
定
額
、
神
官
職
制
等
に
関
す
る
件
」 

の
社
格
制
度
並
び
に
職
員
規
則
の
制
定
と
連
動
し
、
神
社
の
物
的
設



備
・
人
的
設
備
を
国
家
が
管
掌
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
布
告
と
評
価
で
き
、
近
代
神
社
法
制
度
そ
の
も
の
の
起
点
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
そ
の
後
の
法
令
に
お
け
る
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
用
法
を
考
察
す
る
と
、
同
布
告
の
趣
旨
で
あ
る
神
社
の
物
的
・
人
的
設
備
が
国
家
に
帰
属
す

る
こ
と
を
漠
然
と
表
す
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
神
社
法
制
度
全
体
を
説
明
す
る
用
語
と
し
て
「
国
家
ノ
宗
祀
」
が
神
社
関

係
者
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。 

神
社
を
営
造
物
法
人
と
す
る
学
説
は
市
村
光
恵
『
行
政
法
原
理
』（
宝
文
館
、
明
治
三
十
九
年
）
を
先
駆
と
し
、
織
田
萬
、
美
濃
部
達
吉
、
水
野

錬
太
郎
ら
が
同
様
の
説
を
唱
え
た
た
め
、
広
く
認
知
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
神
社
制
度
調
査
会
に
お
い
て
有
力
な
学
説
に
留
ま
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。
か
つ
神
社
制
度
調
査
会
で
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
範
囲
や
国
家
と
神
社
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
無
格
社
を
「
国
家
ノ
宗

祀
」
に
含
め
れ
ば
六
万
社
に
及
ぶ
境
内
地
の
地
租
や
公
費
供
進
に
つ
い
て
何
等
か
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
無
格
社
を
「
国
家
ノ
宗
祀
」

に
含
め
る
か
否
か
の
議
論
は
財
政
問
題
が
伴
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
財
政
優
先
に
考
え
る
な
ら
ば
、
先
に
実
態
調
査
と
整
理
を
行
い
必
要
な
予
算

が
確
保
で
き
る
か
を
検
討
し
た
後
に
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
定
義
と
範
囲
に
つ
い
て
議
論
す
る
と
い
う
手
順
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
神
祇
院
の

無
格
社
整
理
は
神
社
維
持
問
題
の
解
決
の
み
な
ら
ず
神
社
制
度
の
根
幹
を
再
構
築
す
る
政
策
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。 

第
二
章
で
は
法
令
以
外
の
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
用
例
を
考
証
し
た
。
足
立
収
、
児
玉
九
一 

、
岡
田
包
義 

、
武
若
時
一
郎 

と
い
っ
た
神
社
行
政

に
直
接
携
わ
っ
た
内
務
官
僚
が
「
公
認
神
社
」
の
要
件
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、（
一
）
帝
国
の
神
祇
を
奉
斎
し
、（
二
）
公
の
祭
典
を
執
行
し
、（
三
）

公
衆
参
拝
の
用
に
供
す
る
設
備
で
あ
つ
て
、（
四
）
「
神
社
明
細
帳
」
に
登
録
さ
れ
た
も
の
、（
五
）
公
法
人
・
営
造
物
法
人
、
の
五
点
で
あ
る
。

（
一
）
か
ら
（
三
）
は
国
家
の
営
造
物
と
し
て
の
使
命
で
あ
り
、（
四
）
は
そ
の
管
理
方
法
、（
五
）
は
法
学
上
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
全
て
国
家
の

営
造
物
化
に
帰
一
す
る
。
内
務
官
僚
の
「
国
家
ノ
宗
祀
」
理
解
を
そ
の
著
書
か
ら
分
析
す
る
と
、
神
社
の
物
的
・
人
的
設
備
が
国
家
に
帰
属
す
る

法
制
度
だ
け
で
は
な
く
、
神
社
を
国
家
の
営
造
物
と
す
る
制
度
が
神
祇
崇
敬
の
歴
史
に
則
っ
て
い
る
、
国
体
と
神
社
が
一
体
で
あ
る
と
す
る
国
家

観
や
神
社
観
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
実
際
に
神
社
制
度
調
査
会
に
お
け
る
議
論
や
戦
前
期
の
言
説
で
は
、
国
体
と
神
社
が
一

体
で
あ
る
と
す
る
国
家
観
、
神
社
観
を
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
語
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
葦
津
珍
彦
は
「
国

家
ノ
宗
祀
」
に
制
度
と
精
神
の
両
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
内
務
官
僚
の
学
説
や
制
度
史
が
周
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
漠
然
と
重
要
な
用
語
と
だ
け
認
識
さ
れ
、
か
つ
修
飾
語
と
し
て
優
秀
で
あ
っ
た
た
め
に
、
各
論
者
の
定
義
に
よ
っ
て
自
由
に
「
国
家
ノ

宗
祀
」
が
語
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
た
め
、
研
究
上
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
が
多
義
的
な
用
語
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
制
度
と
思
想
を
区
別
し
、

論
者
の
意
図
す
る
内
容
を
正
確
に
考
察
す
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。 



「
公
認
神
社
」
管
理
は
祭
神
に
ま
で
及
び
、
創
建
に
際
し
て
「
帝
国
の
神
祇
」
と
し
て
相
応
し
い
か
が
検
討
さ
れ
、
祭
神
の
異
動
に
際
し
て
も

行
政
の
許
可
を
必
要
と
し
た
。「
帝
国
の
神
祇
」
の
類
型
と
し
て
児
玉
九
一 

は
、（
一
）
皇
統
の
祖
神
を
祀
り
た
る
も
の
、（
二
）
歴
代
の
天
皇
を

奉
祀
せ
る
も
の
、（
三
）
皇
族
を
奉
祀
せ
る
も
の
、（
四
）
皇
室
に
勲
功
あ
り
し
神
、（
五
）
国
家
に
勲
功
あ
り
た
る
神
、（
六
）
氏
族
の
祖
神
及
び

氏
神
を
祀
り
た
る
も
の
、
を
挙
げ
る
。
他
の
行
政
官
も
類
似
の
見
解
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
「
帝
国
の
神
祇
」
を
定
義
す
る
法
令
は
存
在
し
な

い
。
祭
神
の
異
動
に
つ
い
て
、
大
正
二
年
四
月
二
十
一
日
内
務
省
令
第
六
号
は
内
務
大
臣
に
稟
申
を
要
す
る
と
定
め
る
が
、
官
国
幣
社
の
祭
神
の

異
動
に
際
し
て
上
奏
裁
可
を
経
る
慣
例
が
存
在
し
た
。
第
三
章
で
は
、
別
格
官
幣
社
藤
島
神
社
に
新
田
義
貞
に
従
い
戦
死
し
た
「
殉
難
戦
没
之
将

士
」
の
合
祀
を
考
証
し
上
奏
裁
可
を
経
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
行
政
が
判
断
し
た
の
は
合
祀
の
是
非
ま
で
で
あ
り
、
具
体
的
な
合
祀
方

法
ま
で
は
定
め
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
同
様
の
請
願
を
し
た
別
格
官
幣
社
の
間
で
、
戦
没
者
を
列
記
し
て
合
祀
す
る
場
合
と
「
殉
難
戦
没
之

将
士
」
と
し
て
祀
る
場
合
と
い
う
神
職
の
裁
量
権
が
働
い
た
。 

維
新
以
前
、
神
祇
を
奉
斎
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
神
社
だ
け
で
は
な
く
、
邸
内
社
・
山
野
路
傍
の
神
祠
・
御
神
木
・
神
棚
と
様
々
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
も
の
の
中
か
ら
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
し
て
恩
典
を
受
け
営
造
物
法
人
と
し
て
祭
典
を
営
む
「
公
認
神
社
」
と
個
人
の
信
仰
対
象
で
あ
る

「
私
祭
神
祠
」（
邸
内
社
・
神
棚
な
ど
）
を
区
別
し
て
き
た
の
が
戦
前
期
の
神
社
行
政
の
歴
史
で
あ
る 

。
法
令
と
し
て
は
山
野
路
傍
の
神
祠
仏
堂

を
対
象
と
し
た
明
治
九
年
十
二
月
十
五
日
教
部
省
達
第
三
七
号 

、
邸
内
社
の
一
般
公
開
を
禁
止
し
た
同
日
教
部
省
達
第
三
八
号 

が
あ
る
。「
無

格
社
」
と
は
、
本
来
な
ら
ば
し
か
る
べ
き
社
格
を
付
与
す
べ
き
と
こ
ろ
、
村
社
と
認
定
す
る
に
は
規
模
・
体
裁
が
充
分
で
は
な
く
、
社
格
付
与
保

留
の
神
社
で
あ
る
。
無
格
社
は
公
認
神
社
で
あ
る
が
、
私
祭
神
祠
な
ど
の
非
公
認
神
社
と
の
境
界
に
位
置
す
る
。
そ
の
た
め
、
神
社
整
理
は
経
済

上
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、「
公
認
神
社
」
の
定
義
に
関
す
る
問
題
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
第
四
章
で
無
格
社
を
、
第
五
章
で
私
祭
神
祠
に
関
す
る
法
制

度
と
実
態
を
考
証
し
た
。
無
格
社
は
「
神
社
明
細
帳
」
に
記
載
さ
れ
る
「
公
認
神
社
」
で
あ
る
も
の
の
、
社
格
と
い
う
法
的
根
拠
が
な
い
た
め
、

地
租
免
租
な
ど
の
税
法
上
の
恩
典
に
与
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
多
く
が
小
規
模
で
あ
り
、
経
済
的
基
盤
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
公
の
祭
祀
の
執
行
や

設
備
も
充
分
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
神
社
整
理
に
て
合
併
が
推
進
さ
れ
た
。
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
推
進
さ
れ
た
神
社
整
理
を
経
た
昭
和
四

年
時
点
に
お
い
て
一
一
万
社
の
う
ち
半
数
以
上
の
六
万
社
が
無
格
社
で
あ
り
、
内
務
省
神
社
局
や
神
祇
院
で
は
さ
ら
に
合
併
な
ど
の
法
人
と
し
て

の
整
理
を
計
画
し
て
い
た
。
そ
の
状
態
と
し
て
は
「
一
坪
程
度
ノ
本
殿
ニ
鳥
居
ヲ
備
ヘ
テ
居
ル
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ハ
寧
ロ
整
ツ
タ
方
」
で
あ
る
。
神
社

整
理
を
推
進
し
た
神
社
局
や
神
祇
院
が
志
向
し
た
「
公
認
神
社
」
の
形
態
は
祭
祀
や
社
殿
な
ど
の
設
備
が
充
実
し
た
神
社
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

実
際
の
小
規
模
神
社
の
状
態
は
鳥
居
や
拝
殿
が
な
く
、
御
神
木
や
石
碑
だ
け
の
神
社
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
神
社
整
理
を
評
価
す
る
上
で
注
意
し



な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
合
祀
祭
を
「
神
社
合
祀
」、
法
人
と
し
て
の
神
社
の
合
併
を
「
神
社
合
併
」、
行
政
が
神
社
経
済
の
基
盤
強
化
を
図
る

た
め
合
併
を
推
進
す
る
政
策
を
「
神
社
整
理
」
と
用
語
を
整
理
す
る
こ
と
で
法
令
お
よ
び
行
政
措
置
の
実
態
と
合
致
す
る
と
思
料
す
る
。 

「
神
社
明
細
帳
」
に
記
載
さ
れ
な
い
「
非
公
認
神
社
」
の
一
つ
に
、
邸
内
社
な
ど
の
私
祭
神
祠
が
あ
り
、
こ
れ
は
個
人
の
信
仰
対
象
と
し
て
法

制
度
上
は
神
棚
同
様
の
扱
い
で
あ
る
。
明
治
九
年
以
降
、
神
社
類
似
施
設
や
無
資
格
神
職
を
防
止
す
べ
く
、
公
衆
参
拝
が
で
き
な
い
よ
う
に
定
め

て
公
認
神
社
と
区
別
し
た
。
そ
の
た
め
、
私
祭
神
祠
を
不
特
定
多
数
で
参
拝
す
る
こ
と
は
厳
密
に
は
違
法
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
「
神
社
明
細
帳
」

に
記
載
せ
ず
、
地
縁
団
体
で
奉
斎
す
る
非
公
認
神
社
が
数
多
く
存
在
し
、
神
社
制
度
調
査
会
で
議
論
さ
れ
た
神
社
整
理
で
は
、
そ
う
し
た
小
規
模

で
未
公
認
の
神
社
に
対
応
す
べ
く
、
公
認
神
社
制
度
の
再
構
築
を
も
視
野
に
入
れ
た
政
策
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
国
民
の
信
仰
感
情

に
お
け
る
神
社
観
と
公
認
神
社
制
度
に
は
乖
離
が
生
じ
て
い
た
。 

第
六
章
で
は
、
公
認
神
社
と
制
度
上
区
別
さ
れ
た
私
祭
神
祠
を
現
行
法
制
度
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
を
検
討
し
た
。
戦
前
期
に

お
い
て
「
邸
内
社
」
や
「
屋
敷
神
」
は
衆
庶
参
拝
が
で
き
な
い
個
人
の
信
仰
に
帰
す
る
も
の
、
法
制
度
上
は
神
棚
に
近
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
。

そ
の
た
め
、
邸
内
社
の
宗
教
性
、
影
響
力
は
宗
教
法
人
た
る
神
社
よ
り
も
神
棚
に
近
い
も
の
と
し
て
現
行
法
制
度
に
お
い
て
も
扱
う
べ
き
で
あ
ろ

う
と
思
料
す
る
。 

「
営
造
物
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
「
公
認
神
社
」
に
と
っ
て
最
大
の
財
産
で
あ
る
境
内
地
に
関
す
る
制
度
は
神
社
行
政
の
基
幹
と
い
え
る
。
第

七
章
で
は
広
範
に
わ
た
る
近
代
神
社
境
内
地
の
全
体
像
を
概
観
し
、
以
降
の
章
の
課
題
を
提
示
し
た
。
封
建
的
領
土
で
あ
る
社
寺
領
解
体
と
近
代

的
土
地
制
度
形
成
の
過
程
で
、
山
林
は
原
則
と
し
て
社
寺
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
官
有
地
化
さ
れ
、
境
内
主
要
部
分
は
「
祭
典
法
用
ニ
必
需
ノ
場
所
」

と
制
限
さ
れ
て
「
新
境
内
」
が
区
画
さ
れ
た
。
そ
の
の
ち
、
返
還
運
動
や
「
風
致
林
野
」
の
編
入
、
公
園
化
な
ど
の
諸
要
素
が
絡
み
な
が
ら
再
編

さ
れ
て
今
日
の
神
社
境
内
に
至
る
。
第
八
章
で
は
近
代
的
な
境
内
の
発
端
と
な
っ
た
上
知
令
と
地
租
改
正
に
よ
る
境
内
外
区
画
に
つ
い
て
、
先
行

研
究
と
法
令
を
整
理
し
、
京
都
府
の
事
例
を
参
照
し
な
が
ら
検
討
し
た
。
特
定
の
神
社
や
宗
派
が
優
遇
さ
れ
た
と
い
う
形
跡
は
な
く
、
法
令
に
従

い
上
地
さ
れ
て
い
る
が
、
堀
や
塀
で
囲
ま
れ
て
い
る
構
造
の
土
地
は
一
区
画
と
し
て
扱
わ
れ
た
た
め
寺
院
の
方
が
境
内
外
区
画
の
影
響
が
少
な
い

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
上
知
令
は
知
行
権
の
返
上
に
留
ま
り
、
境
内
外
区
画
は
別
の
法
令
に
よ
る
も
の
と
い
う
学
説
も
あ
る
が
、
上
知
令
の
命
じ

た
漠
然
と
し
た
境
内
外
の
区
別
が
地
租
改
正
な
ど
の
近
代
的
土
地
制
度
に
よ
っ
て
具
体
性
を
帯
び
て
き
た
の
で
あ
り
、
連
続
し
て
い
る
と
解
す
る

の
が
妥
当
で
あ
る
。 

第
九
章
で
は
神
社
の
公
共
性
や
社
会
的
意
義
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
神
社
境
内
の
公
園
的
性
格
に
つ
い
て
、
戦
前
期
の
歴
史
的
変
遷
を
考



察
し
た
。
境
内
外
区
画
に
お
け
る
「
風
致
」
の
考
え
方
は
神
社
周
辺
の
俗
化
や
過
剰
な
伐
採
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
明
治
三
十

二
年
の
「
国
有
林
野
法
」
に
お
け
る
「
風
致
林
野
」
の
制
度
以
降
、
境
内
地
の
定
義
と
し
て
「
祭
典
法
用
」
と
と
も
に
「
風
致
」
が
掲
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
山
林
の
も
つ
信
仰
面
・
風
致
面
の
再
評
価
へ
と
つ
な
が
る
契
機
と
な
っ
た
。
ま
た
境
内
外
区
画
中
よ
り
景
勝
地
保
護
や
経
済
的
利

点
に
よ
り
神
社
境
内
の
公
園
化
が
推
進
さ
れ
た
が
、
同
時
に
赤
坂
の
日
枝
神
社
境
内
の
神
聖
性
が
麹
町
公
園
に
よ
っ
て
侵
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
の
問
題
も
生
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
明
治
神
宮
造
営
以
降
、
建
築
学
や
造
園
学
の
観
点
か
ら
、
神
社
と
公
園
の
峻
別
の
必
要
性
と
そ
の
方

法
と
し
て
の
「
分
割
」（
ゾ
ー
ニ
ン
グ
）
が
主
張
さ
れ
た
。「
分
割
」
と
は
神
聖
さ
の
度
合
い
に
応
じ
て
境
内
を
い
く
つ
か
の
区
域
に
分
割
し
て
設

計
管
理
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
「
分
割
」
を
基
に
し
た
境
内
設
計
や
管
理
方
法
は
京
都
府
や
滋
賀
県
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
史
料
に
よ
り

確
認
で
き
る
。
ま
た
大
正
十
三
年
に
は
社
会
的
役
割
を
果
た
す
べ
く
社
寺
境
内
を
積
極
的
に
開
放
す
べ
き
と
い
う
「
社
寺
開
放
論
」
が
お
こ
っ
た

が
、
神
社
の
尊
厳
保
持
と
神
社
と
公
園
の
区
域
截
然
を
内
務
省
神
社
局
は
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
に
神
社
の
神
聖
性
と
公
園
的
性
格
を
め
ぐ
る
議

論
は
発
展
の
可
能
性
を
見
せ
て
い
た
が
、
終
戦
と
「
神
道
指
令
」
に
よ
り
終
焉
を
迎
え
た
。 

第
十
章
で
は
、
公
園
制
度
の
発
端
で
あ
る
明
治
六
年
一
月
十
五
日
太
政
官
布
告
第
一
六
公
号
に
よ
る
「
太
政
官
公
園
」
に
つ
い
て
、
東
京
府
の

事
例
を
考
察
し
た
。
太
政
官
公
園
と
境
内
外
区
画
は
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
浅
草
寺
に
お
い
て
は
所
有
権
の
判
定
の
困
難
な
「
盛
り
場
」

の
受
け
皿
と
し
て
公
園
が
機
能
し
た
。
そ
の
た
め
法
令
の
趣
旨
と
し
て
は
景
勝
地
の
保
護
が
主
眼
で
あ
る
が
、
東
京
府
に
お
い
て
は
土
地
所
有
問

題
の
処
理
お
よ
び
借
地
料
収
入
か
ら
社
寺
隣
接
地
の
「
盛
り
場
」
の
公
園
化
が
進
ん
だ
。
そ
の
た
め
東
京
府
の
太
政
官
公
園
は
近
代
的
「
盛
り
場
」

の
感
が
あ
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
人
口
密
集
地
帯
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
借
地
料
収
入
は
府
全
体
の
公
園
の
維
持
経
費
に
不
可
欠
で
あ
り
、
明
治

六
年
当
初
か
ら
西
洋
的
な
公
園
設
置
を
志
向
す
る
意
見
が
出
さ
れ
、
日
比
谷
公
園
な
ど
の
西
洋
的
な
公
園
が
設
置
以
降
、「
盛
り
場
」
的
な
公
園

に
対
す
る
批
判
的
な
意
見
が
強
ま
っ
て
か
ら
も
継
続
し
た
。 

神
社
林
の
扱
い
に
つ
い
て
、
明
治
四
年
前
後
に
目
通
り
や
相
場
を
調
査
し
て
い
る
こ
と
か
ら
政
府
が
材
木
と
し
て
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
上
知
令
と
地
租
改
正
に
よ
る
境
内
外
区
画
に
お
い
て
神
社
林
は
ほ
と
ん
ど
上
地
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
法
令
は
明
治

六
年
八
月
八
日
太
政
官
布
告
第
二
九
一
号
で
あ
る
。
政
府
は
神
社
林
を
財
産
と
み
な
し
、
社
寺
に
よ
る
山
林
管
理
に
不
信
感
か
ら
原
則
上
地
と
い

う
措
置
を
と
っ
た
が
、
信
仰
上
、
風
致
上
、
必
要
な
山
林
の
返
還
を
求
め
る
神
職
や
氏
子
の
請
願
に
応
え
る
形
で
、「
風
致
林
野
」
の
境
内
地
編

入
、
保
管
林
制
度
の
導
入
や
払
い
下
げ
な
ど
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
経
済
林
に
重
点
を
置
い
て
い
た
行
政
が
、
返
還
運
動
を
通
じ
て
境
内
地

の
一
部
と
し
て
の
神
社
林
の
「
風
致
」
の
地
位
が
向
上
し
て
い
っ
た
。
更
に
、
明
治
神
宮
造
営
に
際
し
、
神
社
林
の
調
査
を
行
っ
た
上
原
敬
二
を



は
じ
め
と
す
る
林
学
者
、
造
園
学
者
が
神
社
行
政
に
参
画
し
、
そ
の
理
論
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
分
割
」
を
前
提
と
し
た
神
社
林
の
多

様
性
が
行
政
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
境
内
地
に
関
す
る
制
度
の
変
遷
か
ら
見
て
、
行
政
の
「
鎮
守
の
森
」
に
対
す
る
扱
い
は
、
経
済
林
重

視
か
ら
信
仰
上
の
尊
厳
や
風
致
を
重
視
す
る
方
向
へ
と
変
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

山
林
の
原
則
上
地
は
「
神
体
山
」
に
ま
で
及
ん
だ
。「
神
体
山
」
の
祭
祀
形
態
は
上
代
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
用
語
と
し
て
の
初
出
は
大
神
神

社
関
係
者
か
ら
出
さ
れ
た
上
知
令
に
対
す
る
文
書
で
あ
り
、
戦
後
の
国
有
境
内
地
処
分
に
際
し
て
の
岡
田
米
夫
の
学
問
的
・
行
政
的
功
績
に
よ
っ

て
定
着
し
た
。
社
殿
を
有
せ
ず
、
山
を
神
体
と
す
る
祭
祀
形
態
を
政
府
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、
大
神
神
社
を
先
例
と
し
て
諏
訪
神
社
、
金
鑚
神
社

に
お
い
て
社
殿
の
な
い
祭
祀
形
態
に
お
け
る
山
林
の
境
内
地
編
入
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
点
に
お
け
る
判
定
基
準
は
社
殿
を
有
せ
ず
、
か
つ
「
祭

典
法
用
ニ
必
需
ノ
場
所
」
で
あ
っ
て
、
松
尾
神
社
に
お
け
る
旧
鎮
座
地
の
よ
う
な
特
別
な
由
緒
や
信
仰
の
あ
る
土
地
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
宮
地
直
一
が
神
籬
祭
祀
か
ら
常
設
の
社
殿
へ
と
発
展
し
た
と
神
体
山
を
神
道
史
の
な
か
で
明
確
に
位
置
付
け
、
社
殿
背
面
の
山
林
が
「
本

質
的
霊
域
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
、
上
原
敬
二
が
神
社
林
の
な
か
に
「
神
座
地
」
と
し
て
の
「
神
体
林
」
が
存
在
し
、
一
般
に
お
い
て

も
「
背
面
林
」
の
神
聖
性
を
主
張
し
た
こ
と
に
よ
り
、
現
在
は
社
殿
を
有
す
る
も
の
の
本
来
は
「
神
体
山
」
で
あ
る
神
社
が
行
政
上
認
め
ら
れ
る

素
地
を
築
い
た
。 

本
論
文
は
近
現
代
神
道
史
の
全
体
像
を
考
察
す
る
た
め
の
基
盤
研
究
と
し
て
、
公
認
神
社
に
関
す
る
法
制
、
特
に
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
根
幹
を

な
す
、
公
認
神
社
の
法
的
地
位
と
範
囲
、
及
び
そ
の
最
大
の
財
産
た
る
境
内
地
に
焦
点
を
絞
り
考
究
し
た
。
各
章
の
考
証
の
成
果
か
ら
次
の
こ
と

を
確
認
し
た
。
明
文
化
さ
れ
た
法
令
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
す
る
よ
う
に
、「
公
認
神
社
」
は
確
立
さ
れ
た
法
的
・
行
政
上
の
地
位
を
有

し
な
か
っ
た
。
神
社
を
国
家
も
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
営
造
物
と
す
る
見
解
は
通
説
で
あ
っ
た
が
、
第
一
章
で
述
べ
た
通
り
、
国
、
府
県
、
市

町
村
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
神
社
制
度
調
査
会
で
結
論
が
出
て
い
な
い
。「
営
造
物
」
を
目
指
し
て
神
社
制
度
が
設
計
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
神
社
の
物
的
・
人
的
設
備
を
国
家
に
帰
属
さ
せ
た
結
果
、
法
律
学
上
「
営
造
物
法
人
」
と
呼
ぶ
べ
き
状
態
に
至
っ
た
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
物
的
・
人
的
設
備
を
国
家
に
帰
属
さ
せ
た
こ
と
が
、
神
社
概
念
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
第
二
章
で
指

摘
し
た
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
帰
属
し
た
「
公
認
神
社
」
を
管
理
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
無
格
社
や
未
公
認
神
社
の
問
題
が

象
徴
す
る
よ
う
に
未
完
成
で
あ
っ
た
。「
公
認
神
社
」
の
定
義
と
し
て
「
営
造
物
」、「
営
造
物
法
人
」
は
通
説
に
過
ぎ
な
い
た
め
適
し
な
い
。「
公

認
神
社
」
の
特
徴
と
し
て
確
実
な
点
は
、（
一
）
神
社
明
細
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
、（
二
）
物
的
・
人
的
設
備
が
国
家
に
帰
属
す
る
、
の
二
点
で

あ
る
。
児
玉
九
一
ら
実
務
家
が
公
認
神
社
の
定
義
と
し
て
主
張
す
る
「
神
社
は
帝
国
の
神
祇
を
祭
祀
し
、
公
の
祭
典
を
執
行
し
、
公
衆
参
拝
の
用



に
供
す
る
設
備
で
あ
つ
て
、
神
社
明
細
帳
に
登
録
さ
れ
た
も
の
を
謂
ふ
」
と
の
神
社
観
は
、
行
政
の
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
公
認
神
社
と
し
て
登

録
す
る
上
で
の
一
定
の
指
針
で
も
あ
っ
た
が
、
第
四
章
、
第
五
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
公
祭
を
執
行
し
な
い
無
格
社
や
公
衆
参
拝
の
用
に
供
し
て

い
る
私
祭
神
祠
が
多
数
存
在
し
て
い
た
た
め
、
神
社
明
細
帳
へ
の
登
録
を
除
き
、
必
ず
し
も
こ
の
定
義
の
通
り
に
管
理
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
行
政
官
吏
の
志
向
す
る
神
社
観
を
個
別
の
行
政
措
置
か
ら
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
今
後
の
研
究
課

題
で
あ
る
。
第
三
章
で
そ
の
一
端
を
紹
介
し
た
が
、
近
代
に
お
け
る
「
帝
国
の
神
祇
」
の
定
義
は
神
仏
判
然
や
い
わ
ゆ
る
「
淫
祀
」
な
ど
今
日
の

神
社
神
道
の
神
祇
観
に
も
通
底
す
る
大
き
な
問
題
で
あ
っ
て
、
行
政
が
ど
の
よ
う
な
神
社
を
志
向
し
、
ど
の
程
度
実
現
し
得
た
か
を
検
証
す
る
こ

と
は
神
道
史
と
し
て
大
き
な
意
義
を
も
つ
。 

次
い
で
、
上
知
令
を
は
じ
め
と
す
る
境
内
地
に
関
す
る
行
政
措
置
か
ら
は
、
公
認
神
社
の
特
質
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
点
を
確
認
す
る
こ
と

が
出
来
た
。
ま
ず
第
八
章
の
京
都
府
に
お
け
る
境
内
外
区
画
が
示
す
通
り
、
公
認
神
社
は
超
法
規
的
な
存
在
で
は
な
く
、
共
通
し
て
適
用
さ
れ
る

法
令
で
あ
れ
ば
寺
院
同
様
の
基
準
で
適
用
さ
れ
た
。
第
九
章
、
第
十
章
が
示
す
通
り
、
神
社
の
公
共
性
に
つ
い
て
大
正
期
に
疑
義
が
呈
さ
れ
た
こ

と
が
あ
っ
た
が
、
神
社
境
内
は
公
園
と
は
異
な
り
、「
神
社
は
帝
国
の
神
祇
を
祭
祀
し
、
公
の
祭
典
を
執
行
し
、
公
衆
参
拝
の
用
に
供
す
る
」
営
造

物
で
あ
り
、
神
社
本
来
の
活
動
に
公
益
性
が
あ
る
と
神
社
行
政
官
衙
で
は
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
政
府
は
風
致
や
信
仰
面
よ
り
も
経
済
面
に
主
眼

を
置
い
て
境
内
地
に
関
す
る
行
政
措
置
を
取
り
扱
っ
て
い
た
が
、
神
社
側
の
要
請
や
行
政
措
置
の
蓄
積
の
結
果
、
信
仰
上
の
尊
厳
や
風
致
の
重
要

性
が
再
確
認
さ
れ
て
い
っ
た
。 

各
章
の
考
証
結
果
か
ら
、
公
認
神
社
制
度
の
理
想
像
は
明
治
維
新
直
後
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
個
別
行
政
措
置
の
中
で
次
第
に

構
築
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
全
て
の
神
社
が
異
な
る
由
緒
、
立
地
に
御
鎮
座
す
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
多
様
性

を
保
ち
つ
つ
画
一
的
に
統
制
す
る
法
制
を
樹
立
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
て
、
近
代
神
社
法
制
度
は
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
神
祇
院
発
足

後
も
改
正
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
多
様
性
に
対
応
す
べ
く
、
神
社
行
政
が
考
証
官
、
調
査
官
、
技
師
、
祭
務
官
と
い
う
専
門
性
を
高
め
る
方
向
へ

進
展
し
た
の
も
歴
史
的
必
然
だ
っ
た
と
言
え
る
。
本
稿
で
は
「
国
家
ノ
宗
祀
」
の
行
政
上
の
用
例
整
理
か
ら
は
じ
め
、
神
社
行
政
関
係
者
に
お
け

る
「
国
家
ノ
宗
祀
」
に
は
制
度
面
と
思
想
面
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
制
度
面
の
基
盤
で
あ
る
公
認
神
社
の
法
的
地
位
と
境
内
地

に
つ
い
て
考
究
し
、
前
述
の
通
り
の
考
証
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
時
に
、「
帝
国
の
神
祇
」
と
い
う
行
政
機
関
に
お
け
る
祭
神
観
の
形
成

過
程
、
そ
の
行
政
実
務
の
実
態
、
無
格
社
整
理
に
関
す
る
事
例
研
究
の
蓄
積
、
神
社
経
済
の
実
態
な
ど
の
更
な
る
研
究
課
題
の
存
在
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
本
研
究
の
成
果
を
活
か
し
つ
つ
、
今
後
、
事
例
研
究
を
蓄
積
し
、
制
度
を
基
盤
に
し
つ
つ
思
想
面
へ
も
研
究
範
囲
を
拡
大
し
、
研
究
の



発
展
深
化
を
図
り
た
い
。 

以 

上 

 


